
「第６次あきる野男女共同参画プラン」体系図（案）

【赤字】…第５次からの追加点　【青字】…「第５次あきる野男女共同参画プラン」に掲載の事業No.　【緑字】…その他の市の計画に掲載の事業No.等

【方向性】 【施策】
国の第６次計画等を踏まえて左記の施策

の事業として追加を検討する事項
想定される事業例

１　男女共同参画に係る意識啓発の推進
■アンコンシャス・バイアスの解消に
　向けた取組

■男女共同参画に関する意識啓発活動の推進（No.1）【企画政策課】

２　多様性や多文化共生への理解の促進
■東京都のパートナーシップ宣誓制度の活用（R4～）【企画政策課】
を追加

２　男女共同参画に関する
　教育の推進

１　学校における人権・男女平等に関す
　る教育の推進

■アンコンシャス・バイアスの解消に
　向けた取組
■こどもに対する性犯罪・性暴力の根　
　絶に向けた取組

■学校における人権教育の推進（No.7）【指導室】
■人権等に関する教職員の理解促進（No.10）【指導室】
■個にとって望ましい勤労観・職業観を育む教育の充実（No.27）
【指導室】
■様々な職業に触れる機会の創出（No.28）【指導室】

３　連携・協働による男女
　共同参画の推進

１　市民との協働による施策の推進

１　配偶者等からの暴力に関する
　周知啓発

２　若年層に対する予防啓発の実施
■インターネット上の被害の予防・拡
　大防止対策（ICTリテラシーやメディ
　ア・リテラシーの向上）

■若年層の性暴力被害予防に関する周知啓発（No.13）【企画政策課】

１　配偶者等からの暴力に関する相談
　体制の充実

２　被害者の自立支援の推進

３　関係機関との連携

１　虐待等への相談支援及び防止の啓発
■こどもに対する性犯罪・性暴力の
　根絶に向けた取組

■幼児教育・保育の質の向上（子ども・子育て支援総合計画：No.１）
【保育課】
■人権等に関する教職員の理解促進（No.10）【指導室】
■教育相談体制の充実（No.47）【指導室】
■子どもが長く過ごす場における性被害の未然防止と早期発見のための仕組
みの整備や、子どもや若年層が相談しやすい体制の整備、教育・保育従事者
への研修や理解啓発など
【企画政策課、こども政策課、保育課、指導室】
■SNS等の使い方に関する周知・啓発【企画政策課、指導室】

２　ハラスメント防止のための意識啓発

1　支援対象者への支援の充実

■児童福祉、ひとり親福祉、障害者福
　祉、高齢者福祉、生活困窮者支援、
　生活保護等の制度に基づく支援、就
　労支援等
■外国人への支援

■利用者支援事業（子ども・子育て支援総合計画：No.28）【こども家庭セ
ンター】
■ひとり親家庭への支援の充実（No.34、35）【生活福祉課】
■障がい者・障がい児支援体制の充実（No.50）【障がい者支援課】
■介護支援の充実（No.49、50）【高齢者支援課・障がい者支援課】
■女性相談・母子・父子相談（No.14）【生活福祉課】
■母子等緊急一時保護の充実（No.15）【生活福祉課】
■被害者自立支援（No.16）【生活福祉課】
■生活困窮者自立支援事業（総合計画）【生活福祉課】
■就労（労働）相談（No.25）【市民課、商工振興課】
■外国人相談窓口（No.6）【市民課】
■庁内の関係部署による連絡会の運営（No.17）【企画政策課】

２　相談及び支援に関する周知啓発 ■各相談窓口と支援内容の周知
■各相談窓口及び支援内容に関する周知
【企画政策課】、【各事業の担当課】

【施策分野】

Ⅰ
男女共同参画社会の

実現に向けた意識形成

１　男女共同参画に関する
　意識の醸成

１　配偶者等からの暴力の
　根絶

２　配偶者等からの暴力に
　よる被害者の支援

３　様々な暴力の防止のた
　めの啓発及び相談支援

【
困
難
女
性
支
援
基
本
計
画
】

４　困難な問題を抱える
　女性への支援

Ⅱ
あらゆる暴力の根絶と困
難な問題を抱える女性へ

の支援

【
Ｄ
Ｖ
防
止
基
本
計
画
】

資料２



【方向性】 【施策】
国の第６次計画等を踏まえて左記の施策

の事業として追加を検討する事項
想定される事業例【施策分野】

１　男女の雇用機会と待遇の均等確保 ■L字カーブ解消に向けた取組
■育児・介護休業制度の普及啓発（No.23）【商工振興課】
■啓発活動の推進 （No.26）【商工振興課】

２　女性等の能力発揮と職業能力開発
　の支援

■リ・スキリング支援
■就労の際に役立つ技能や技術の習得のための情報収集及び提供
（No.30）【商工振興課】
■子育て中の女性の再就職支援の実施（No.31）【商工振興課】

１　ワーク・ライフ・バランスに関する
　意識啓発

■L字カーブ解消に向けた取組 ■ワーク・ライフ・バランスに対する意識啓発（No.36）【職員課】

２　子育て支援による家庭生活との両立
■共働き・共育ての実現に向けた取組
　（男性の家事・育児参画の促進）

■育児・介護休業制度の普及啓発（No.23）【職員課、商工振興課】
■男性の家事・育児・介護への参画の促進（休暇取得促進、意識啓発、関連
講座の実施など）【企画政策課、職員課、商工振興課、高齢者支援課、こど
も家庭センター、生涯学習推進課（公民館係）】

３　介護支援による家庭生活との両立
■ワーキングケアラー(仕事と介護の両
　立)支援

■介護保険制度等の周知啓発（No.48）【高齢者支援課】
■介護教室の実施（No.49）【高齢者支援課】
■相談体制の充実（No.50）【障がい者支援課】、【高齢者支援課】

１　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 
　に関する意識啓発

２　妊娠・出産に関する支援
■プレコンセプションケア（若年層の
　男女の「妊娠前からの健康管理」）
　に関する情報発信

■プレコンセプションケア（若年層の男女の「妊娠前からの健康管理」）に
関する情報発信【企画政策課、こども家庭センター】
■性感染症に関する周知啓発【健康課】

１　健康に関する周知啓発
■年代ごとの健康課題に関する啓発
■仕事と健康課題の両立支援
■男女のスポーツ推進に関する取組

■予防接種の促進・充実（総合計画）【健康課】
■各種健康診査・検診等の充実（総合計画）【健康課】
■性感染症に関する周知啓発【健康課】
■骨粗しょう症予防に関する事業【健康課】
■その他、年代ごとの健康課題に関する取組【健康課】
■仕事と健康課題の両立につながる取組（柔軟な働き方の提案、女性と男性
それぞれの健康課題に関する研修・啓発等の実施、健康診断等の受診に対す
る支援、健康に関する相談先の確保）【職員課、商工振興課】
■ライフステージ、ライフスタイルに応じたスポーツの推進（総合計画）
【スポーツ推進課】

２　予防や早期発見のための事業の実施

１　政策・方針決定の場における男女
　共同参画の推進

■ジェンダード・イノベーションの
　推進

■性差分析の視点を取り入れた政策決定（例：女性の視点を取り入れた交通
や防災対策、女性管理職比率の向上など）【企画政策課】

２　防災活動における男女共同参画の
　推進

■災害対策における女性ニーズへの
　配慮

■男女共同参画の視点を取り入れた地域防災計画の推進（No.65）
【地域防災課】

Ⅲ
職業生活における
女性の活躍及び

ワーク・ライフ・
バランスの推進

【
女
性
活
躍
推
進
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画
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１　職業生活における女性
　の活躍の推進

２　ワーク・ライフ・バラ
　ンスの推進

Ⅳ
生涯を通じた

健康支援

１　リプロダクティブ・ヘ
　ルス／ライツの推進

２　性差や年代に応じた
　健康支援

Ⅴ
あらゆる分野における男

女共同参画の推進

１　あらゆる分野での女性
　の参画拡大


